
目

次

告

示

○
家
畜
商
講
習
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
一

公

告

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqq（
総
務
文
書
課
）
…
二

○
都
市
計
画
事
業
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

収
用
委
員
会

○
収
用
及
び
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
監

理

課
）
…
三

告

示

青
森
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
三
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜

商
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
五
十

二
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

開
催
日
時

令
和
六
年
十
一
月
六
日
午
前
九
時
か
ら
同
月
七
日
午
後
五
時
ま
で

二

開
催
場
所

オ
ン
ラ
イ
ン

三

募
集
人
数

二
十
名
程
度

四

講
習
科
目
及
び
時
間
数

講
習
科
目
及
び
時
間
数
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
獣
医
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る

者
に
あ
っ
て
は
２
及
び
３
に
つ
い
て
、
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は

２
に
つ
い
て
受
講
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

１

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

四
時
間

２

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

四
時
間

３

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

六
時
間

五

受
講
手
続

１

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
令
和
六
年
十
月
十
一
日
ま
で

に
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

ア

写
真
（
願
書
提
出
前
六
箇
月
以
内
に
撮
影
し
た
も
の
で
、
大
き
さ
は
、
縦
四
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。
）

イ

住
民
票
（
メ
ー
ル
提
出
の
場
合
は
写
し
）
（
願
書
提
出
前
三
箇
月
以
内
に
交
付
を
受
け
た

も
の
）

ウ

獣
医
師
又
は
家
畜
人
工
授
精
師
の
免
許
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
免
許
に
係

る
免
許
証
の
写
し

２

受
講
者
の
決
定

県
は
希
望
者
に
つ
い
て
所
要
の
審
査
を
行
い
、
受
講
決
定
し
た
希
望
者
に
メ
ー
ル
で
通
知
す

る
。

３

受
講
手
数
料
の
納
付

受
講
決
定
の
通
知
を
受
け
た
希
望
者
は
、
「
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
納
付
書
」
に
、
三

千
四
百
円
分
の
青
森
県
証
紙
（
獣
医
師
は
千
八
百
円
分
、
家
畜
人
工
授
精
師
は
二
千
七
百
六
十

円
分
）
を
貼
り
付
け
て
、
受
講
願
書
を
メ
ー
ル
提
出
し
た
場
合
は
住
民
票
を
添
付
し
、
令
和
六

年
十
一
月
一
日
ま
で
に
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
に
提
出
す
る
こ
と
。

４

講
習
会
U
RLの
メ
ー
ル
送
信

県
は
受
講
手
数
料
の
納
付
の
あ
っ
た
受
講
者
へ
講
習
会
U
RLを
メ
ー
ル
す
る
。

六

受
講
料
の
返
還

「
家
畜
商
講
習
会
受
講
手
数
料
納
付
書
」
に
よ
り
納
付
の
あ
っ
た
手
数
料
は
、
受
講
の
辞
退
や

青
森
県
報
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欠
席
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
還
付
し
な
い
。

七

オ
ン
ラ
イ
ン
受
講
に
係
る
留
意
事
項

１

安
定
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
接
続
が
可
能
な
環
境
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

２

本
人
確
認
の
た
め
、
PC内
蔵
、
ま
た
は
U
SB、
Bluetooth等
の
カ
メ
ラ
、
ス
ピ
ー
カ
ー
、

マ
イ
ク
に
よ
る
接
続
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

３

受
講
中
は
カ
メ
ラ
を
常
に
オ
ン
の
状
態
で
参
加
す
る
こ
と
。

４

資
料
共
有
を
行
う
た
め
、
必
ず
画
面
共
有
が
可
能
な
端
末
を
利
用
す
る
こ
と
。

５

講
習
会
U
RL、
資
料
デ
ー
タ
等
を
受
信
可
能
な
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
が
必
要
と
な
る
こ
と
。

６

通
信
状
況
が
安
定
せ
ず
に
受
講
状
況
が
確
認
で
き
な
い
場
合
や
、
講
師
か
ら
の
問
い
か
け
に

回
答
で
き
な
い
場
合
、
そ
の
他
講
習
会
期
間
中
に
素
行
不
良
ま
た
は
修
業
の
見
込
み
が
な
い
と

認
め
ら
れ
た
場
合
は
、
終
了
証
明
書
の
交
付
は
で
き
な
い
こ
と
。

八

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
畜
産
課
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
。

２

開
催
初
日
に
テ
キ
ス
ト
（
家
畜
商
講
習
会
テ
キ
ス
ト

家
畜
取
引
の
知
識

改
訂
版

本
体

三
千
四
百
円
＋
税
）
の
確
認
を
す
る
の
で
購
入
し
て
お
く
こ
と
。

３

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
又
は
各
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水

産
部
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の

で
、
同
令
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

青
森
県
電
子
決
裁
機
能
付
き
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
導
入
設
計
等
業
務

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
総
務
部
総
務
文
書
課

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
六
年
八
月
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

富
士
電
機
Ｉ
Ｔ
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
千
代
田
区
外
神
田
六
丁
目
一
五
の
一
二

六

契
約
金
額

五
千
六
百
二
十
四
万
三
千
円

七

随
意
契
約
の
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一

項
第
一
号

八

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

企
画
競
争
を
実
施
し
、
最
優
秀
提
案
者
と
し
て
選
定
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た
も
の
で

あ
る
。都

市
計
画
事
業
の
認
可

八
戸
都
市
計
画
事
業
の
認
可
に
つ
い
て
、
令
和
六
年
九
月
四
日
東
北
地
方
整
備
局
告
示
第
五
十
六

号
で
告
示
さ
れ
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
六
条
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

八
戸
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
四
・
十
一
号
八
戸
大
通
り
線

二

施
行
者
の
名
称

青
森
県

三

事
務
所
の
所
在
地

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一
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四

事
業
地
の
所
在

１

収
用
の
部
分

青
森
県
八
戸
市
売
市
二
丁
目
及
び
売
市
一
丁
目
並
び
に
大
字
売
市
字
新
上
町
、
字
売
市
及
び

字
輿
遊
下
並
び
に
大
字
沢
里
字
上
久
保
並
び
に
大
字
糠
塚
字
下
屋
敷
並
び
に
大
字
新
荒
町
地
内

２

使
用
の
部
分

な
し

収

用

委

員

会

収
用
及
び
使
用
の
裁
決
手
続
開
始
の
決
定

土
地
収
用
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号
）
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

及
び
使
用
の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
六
年
九
月
十
七
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

猪

原

健

一

起
業
者
の
名
称

青
森
県

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
三
三
八
号
改
築
工
事
（
大
湊
Ⅱ
期
バ
イ
パ
ス
）
及
び
こ
れ
に
伴
う
市
道
付
替
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

別
表
１
の
と
お
り

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

別
表
２
の
と
お
り

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
六
年
八
月
三
十
日

別
表
１
⑴
収
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

実
測

青
森
県
む
つ
市

大
字
大
湊
字
大

川
守

37番
19

山
林

山
林

846

841.74

55.00

青
森
県
む
つ
市

大
字
大
湊
字
大

川
守

37番
38

山
林

山
林

7,948広
大
地
に

つ
き
未
測

量

47.08

⑵
使
用
し
よ
う
と
す
る
部
分

土
地
の
所
在

地
番

地
目

地
積
（
㎡
）

使
用
し
よ
う
と

し
、
明
渡
し
を

求
め
る
土
地
の

面
積
（
㎡
）

公
簿

現
況

公
簿

実
測

青
森
県
む
つ
市

大
字
大
湊
字
大

川
守

37番
38

山
林

山
林

7,948広
大
地
に

つ
き
未
測

量

7.96
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(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社
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